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      『空き家バンクリフォーム等補助金』を創設しました！


    

  





ページの内容を印刷



        
    記事番号： 1-1194

  

  
    公開日 2022年07月21日

    更新日 2024年02月01日

  



      
      市内の空き家を有効に活用し、移住・定住の促進による地域の活性化を図るため、平成29年９月から八幡浜市空き家バンクを開設しています。

この度、空き家バンクのより円滑な運用と制度の推進を目的とした 空き家バンクリフォーム等補助金を創設しました。
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対象者


	空き家バンクの利用希望登録者又は物件登録者のうち、売買契約又は賃貸借契約を締結した日から１年以内の者

	※ただし、３親等内の親族間の売買契約又は賃貸借契約を除く
	市税等の滞納がない者（同一世帯の者を含む）

	 



補助の条件


	リフォーム工事（対象工事）に要する経費が20万円以上（消費税額を除く）であること
	市内に本店、支店等の事業所を有する建築業者等が施工するもので、申請のあった年度内に工事が完了するもの
	交付決定通知まで、リフォーム工事には着手していないこと。（工事前に申請すること）

	 



申込受付期間


４月から随時受付しています。

※予算がなくなり次第終了します。

 


補助金額


対象工事費（消費税額を除く）の１割（千円未満切り捨て）

※上限30万円（工事費300万円超のとき）

 


その他


当該補助金の利用は補助対象住宅１戸につき１回限り、補助対象者１人につき１回限りです。

 


申請様式


様式第１号　補助金交付申請書　＜WORD・PDF＞

様式第２号　納付状況調査に係る同意書　＜WORD・PDF＞

様式第３号　同意書　＜WORD・PDF＞

様式第５号　補助金変更申請書　＜WORD・PDF＞

様式第６号　工事完了実績報告書　＜WORD・PDF＞

様式第８号　補助金請求書　＜WORD・PDF＞

 


関係書類


Ａチェックシート（交付申請時）　＜PDF＞

Ｂチェックシート（実績報告時）　＜PDF＞

債権者登録申請書（補助金振込先口座）　＜PDF＞　

※申請者本人口座に限ります。本補助金振込先口座が登録済みの場合は、照合のみ行います。


申請窓口・問い合わせ


建設課

都市デザイン室　空き家対策係（保内庁舎１階）

電話：0894-22-3111（内線2219）

E-Mail：kensetu@city.yawatahama.ehime.jp

 



    






          
  この記事に関するお問い合わせ

    
      
産業建設部　建設課
郵便番号：796-8501
住所：愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地
TEL：0894-36-1116
FAX：0894-37-2646
E-Mail：kensetu@city.yawatahama.ehime.jp


    




    
  PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

  Adobe Acrobat Readerダウンロード






  
    
      
  ツイート
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      このページについてお聞かせください
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八幡浜庁舎〒796-8501愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号アクセスはこちら

保内庁舎〒796-0292愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地

TEL：(0894)22-3111（代表）FAX：(0894)24-0610（代表）その他市の関連施設の連絡先はこちら

開庁時間：午前8時30分から午後5時15分まで（土曜、日曜、祝日、12月29日から1月3日までは除く）
窓口延長業務についてはこちら

法人番号：3000020382043
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